
次の❶から❼のいずれにも該当する事業主であり、
あらかじめ、静岡労働局に訓練実施計画を届けていることが必要です。
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中途採用者の即戦力には…
新卒者の人材育成には…

　ジョブ・カード制度の詳細、手続き等についてのお問い合わせは、

日本商工会議所　静岡商工会議所　厚生労働省

静岡県地域ジョブ・カードセンター（静岡商工会議所内）TEL 054-653-0750 静岡市葵区黒金町２０－８

中小企業の
強い味方
中小企業の
強い味方

企業にとってのメリット
●自社の人材ニーズに合致した人材の育成・確保が可能です。
●本制度を利用して、訓練カリキュラムや評価シートの策定により、自社
　の人材育成・研修体制を構築する事ができます。
●助成金制度（キャリア形成促進助成金）の活用により、訓練中の賃金
　や訓練経費等の負担が軽減できます。
●自社のアルバイトやパート等を正社員に登用する時にも活用できます。

経営者の
 皆さまへ

キャリア形成促進助成金の概要（雇用型訓練の場合）


